
 

山梨県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱  

 （通則）  

第１条 山梨県保育対策総合支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の

交付については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

 

 （補助の目的）  

第２条 この補助金は、別表で定める補助先（以下「補助事業者」という。）

が行う保育対策総合支援事業の実施に要する経費等の助成を、予算の範囲内

で行い、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

 （補助の対象）  

第３条 この補助金の交付対象事業は、補助事業者が保育対策総合支援事業（平

成３０年１０月１７日厚生労働省発子１０１７第５号厚生労働事務次

官通知、平成２９年８月３日厚生労働省発子０８０３第２号厚生労働事

務次官通知、平成２８年７月１２日厚生労働省発雇児０７１２第１号厚

生労働事務次官通知）に基づき実施する次の事業とする。 

 （１）認可外保育施設の衛生・安全対策事業 

   「事故防止の取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について」

（平成３０年６月１２日子発０６１２第１号）の別添３に定める「認可

外保育施設の衛生・安全対策事業実施要綱」により、補助事業者が行う

事業 

 （２）保育環境改善等事業 

   「認可保育所等設置支援事業の実施について」（平成３０年４月２４日

子発０４２４第１号）の別添７に定める「保育環境改善等事業実施要綱」

により、補助事業者が行う事業 

 （３）保育士資格取得支援事業 

   「保育人材確保事業の実施について」（平成３０年８月３１日子発０８

３１第２号）の別添１に定める「保育士資格取得支援事業実施要綱」に

より、補助事業者が行う事業 

 （４）保育人材確保対策貸付事業 

   「保育士修学資金の貸付け等について」（平成２９年２月８日厚生労働

省発雇児０２０８第１号）の別紙に定める「保育士修学資金貸付等制度

実施要綱」及び「保育士修学資金貸付等制度の運営について」（平成３

０年９月１３日子発０９１３第３号）により、補助事業者が行う事業 



 

 （補助の経費及び算出方法等）  

第４条 この補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

ただし、算出額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

（１）第３条（１）及び同条（２）の事業について、基準額と、対象経費の実

支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の

額を選定する。 

（２）第３条（３）の事業について、基準額と対象経費の実支出額を比較して

少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額を選定する。  

（３）（１）及び（２）により選定された額に補助率を乗じて得た額を交付額

とする。 

（４）第３条（４）の事業について、あらかじめ厚生労働大臣に協議し知事が定めた

額の範囲内を交付額とする。 

 

（実施計画書の提出） 

第５条 第３条（３）の事業について、補助事業者は、「保育士資格取得支援事

業実施要綱」５に定める、実施計画書及び確認書類を、受講開始日の属する年

度中または別に指定する日のいずれか早い期日までに、知事に提出しなければな

らない。 

 

 （実施計画書の受理及び通知） 

第６条 知事は、前条の規定により実施計画書の提出を受けた際は、内容を確認し、本

事業の対象の可否を速やかに、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式１による申請書を

別に指定する日までに知事に提出しなければならない。 

                                    

 （補助金の交付決定） 

第８条 知事は、提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたとき

は、様式２による交付決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

 

 



 

（補助金の交付の条件） 

第９条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）別表の種目の区分を超えて、事業に要する経費の配分を変更する場合には、知

事の承認を受けなければならない。 

（２）補助金の交付決定後の内容の変更または中止（廃止）をしようとするときは、

様式３による補助金事業変更・中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

ただし、補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、

交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその

他の財産については、適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働

大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄

してはならない。 

（５）補助事業者は、（４）の承認を受けようとする場合は、様式４による財産処分

承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら

なければならない。 

  

（状況報告） 

第10条 第３条（４）の事業について、補助事業者は、毎年度８月末現在の事

業の遂行状況を、別に定める様式により別に指定する日までに知事に報告し

なければならない。 

２ 知事は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し報告を求め、若

しくは事業の施行について必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他

関係書類を検査させることができる。 

 

 

 



 

 （補助金の交付）  

第11条 この補助金は、補助事業完了後、実績に基づき交付する。 

 

（完了報告書の提出） 

第12条 第３条（３）の事業について、補助事業者は、「保育士資格取得支援事

業実施要綱」６に定める、完了報告書及び確認書類を、対象者が保育士証の交

付または対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、勤務対象施設に勤

務を開始した日の属する月の末日または別に指定する日のいずれか早い期日ま

でに、知事に提出しなければならない。 

 

 （実績報告）  

第13条 補助事業者は、当該事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から

起算して１箇月を経過した日または交付決定をした年度の翌年度の４月１０

日のいずれか早い期日までに、様式５による実績報告書を知事に提出しなけ

ればならない。  

 

（書類の保管）  

第14条 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、  

 かつ、事業完了年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければなら

 ない。 

  ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物

並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上

の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財

産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定

により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保

管しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第15条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、様式６により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年

度５月３１日までに知事に報告しなければならない。 

  また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を返納しなければならない。 

 



 

   附 則  

１ この要綱は、平成２８年２月９日から施行し、平成２７年４月１日から適

用する。 

２ この要綱は、平成２９年１月３１日から施行し、平成２８年４月１日から

適用する。 

３ この要綱は、平成２９年９月２２日から施行し、平成２９年４月１日から

適用する。 

４ この要綱は、平成３１年１月１７日から施行し、平成３０年４月１日から

適用する。 

 

 

 


